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１【提出理由】

当社の特定子会社である株式会社ショーワ(以下「ショーワ」といいます。)は、株式会社日立製作所の子会社で

ある日立オートモティブシステムズ株式会社(以下「日立オートモティブシステムズ」といいます。)を存続会社と

し、ショーワを消滅会社として、2021年１月１日付で吸収合併する旨の合併契約を締結しました。これにより、当

社において特定子会社の異動が生じるため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 
２【報告内容】

１．当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額および事業の内容

(１)名称            株式会社ショーワ

(２)住所            埼玉県行田市藤原町一丁目14番地１

(３)代表者の氏名    代表取締役 取締役社長 杉山 伸幸

(４)資本金の額      12,698百万円(2020年３月31日現在)

(５)事業の内容      二輪車用・四輪車用部品及びボート用部品の製造・販売

 
２．当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数および当該特定子会社の

   総株主等の議決権に対する割合

(１)当社が所有する議決権の数

異動前       759,646個

異動後            ―個

 
(２)総株主等の議決権に対する割合

異動前    100％

異動後     ―％

 
３．当該異動の理由およびその年月日

(１)異動の理由

当社の特定子会社であるショーワは、日立オートモティブシステムズを存続会社とする吸収合併によ

り消滅し、当社の特定子会社に該当しないことになります。なお、当該吸収合併の効力発生後、日立

オートモティブシステムズは、日立アステモ株式会社に名称を変更する予定です。

 
(２)異動の年月日 

2021年１月１日(予定)

 
以 上
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